
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
施

行
期
日
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
と
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
十
七
号

山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
復
帰
し
た
」
を
「
復
職
し
た
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と

し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

山
梨
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
号
）
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
（
以
下
「
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
」
と
い
う
。）

を
受
け
、
又
は
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

第
四
条
第
二
項
中
「
を
さ
れ
」
の
下
に
「
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
を
受
け
」
を
加
え
、「
職
務

に
復
職
し
、
又
は
復
帰
し
た
」
を
「
復
職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
し
た
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
復
職
し
」
の
下
に
「
、
職
務
に
復
帰
し
」
を
、「
を
さ
れ
」
の
下
に
「
、
自
己
啓
発
等

休
業
の
承
認
を
受
け
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
十
八
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条
　
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
七

○
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
…
…
…
…
八

及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

企
　
業
　
局

○
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
八

教
育
委
員
会

○
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
…
…
…
…
九

規
則

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

○
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

○
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

○
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

○
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

○
山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

そ
　
の
　
他

○
山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
五
十
六
号

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。山

梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

十
二
月
二
十
六
日

号
外
第
八
十
三
号

水　曜　日



改
め
る
。

第
二
条
　
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
四
中
「
職
員
」
を
「
技
能
労
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
五
と
す
る
。

第
五
条
の
三
中
「
応
じ
た
額
」
の
下
に
「
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に

算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）」
を
加
え
、
同
条
を
第
五
条
の
四
と
し
、
第
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
）

第
五
条
の
三
　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下

「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短

時
間
勤
務
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。）
の
承
認
を
受
け
て
育
児
短
時
間
勤
務
を
し

て
い
る
技
能
労
務
職
員
（
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と

な
つ
た
技
能
労
務
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。）
の
給
料
月
額

は
、
育
児
短
時
間
勤
務
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
含
む
。）
を
し
な
か
つ
た
と
仮
定

し
た
場
合
の
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
し
た
と
き
に
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
に
、
そ
の
者
の
一
週

間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
四
十
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。）
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。

第
五
条
の
五
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
任
期
付
職
員
の
給
料
月
額
）

第
五
条
の
六
　
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法

律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
法
」
と
い
う
。）
第
四
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
技
能
労
務
職
員
（
以
下
「
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。）
の
給
料
月
額
は
、
第
三
条
に
規

定
す
る
給
料
表
の
任
期
付
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
）

第
五
条
の
七
　
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
任
期
付
職
員
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
技
能
労
務
職
員
の
給
料
月
額
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
規
定
に
よ
る
給
料
月

額
に
、
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

二

１３４,５００ 
 

１３５,６００ 
１３６,８００ 
１３８,０００ 
１３９,２００ 

 
１４０,３００ 
１４１,５００ 
１４２,７００ 
１４３,９００ 

 
１４５,１００ 
１４６,６００ 
１４８,１００ 
１４９,６００ 

 
１５１,０００ 
１５２,５００ 
１５４,０００ 
１５５,５００ 

 
１５７,０００ 
１５８,８００ 
１６０,６００ 
１６２,４００ 

 

給料月額 
円 

１２０,２００ 
１２１,１００ 
１２２,０００ 
１２２,９００ 

 
１２３,９００ 
１２４,９００ 
１２５,９００ 
１２６,９００ 

 
１２７,７００ 
１２８,７００ 
１２９,７００ 
１３０,７００ 

 
１３１,５００ 
１３２,５００ 
１３３,５００ 

１級 

１６４,２００ 
１６５,９００ 
１６７,６００ 
１６９,３００ 

 
１７１,２００ 
１７２,７００ 
１７４,２００ 
１７５,７００ 

 
１７７,１００ 
１７８,６００ 
１８０,１００ 
１８１,６００ 

 
１８３,１００ 
１８４,４００ 
１８５,７００ 
１８７,０００ 

 
１８８,４００ 
１８９,６００ 
１９０,８００ 
１９２,０００ 

 
１９３,３００ 
１９４,６００ 

給料月額 
円 

１２１,６００ 
１２２,５００ 
１２３,５００ 
１２４,４００ 

 
１２５,４００ 
１２６,４００ 
１２７,４００ 
１２８,４００ 

 
１２９,２００ 
１３０,２００ 
１３１,２００ 
１３２,３００ 

 

１級 

 
１３３,１００ 
１３４,１００ 
１３５,１００ 
１３６,１００ 

 
１３７,２００ 
１３８,４００ 
１３９,６００ 
１４０,８００ 

 
１４１,９００ 
１４３,１００ 
１４４,３００ 
１４５,５００ 

 
１４６,７００ 
１４８,２００ 
１４９,７００ 
１５１,２００ 

 
１５２,６００ 
１５４,１００ 
１５５,６００ 
１５７,１００ 

 
１５８,６００ 
１６０,４００ 

１６２,２００ 
１６４,０００ 

 
１６５,８００ 
１６７,５００ 
１６９,２００ 
１７０,９００ 

 
１７２,６００ 
１７４,１００ 
１７５,６００ 
１７７,１００ 

 
１７８,５００ 
１８０,０００ 
１８１,５００ 
１８３,０００ 

 
１８４,５００ 
１８５,７００ 
１８７,０００ 
１８８,３００ 

 
１８９,７００ 
１９０,８００ 
１９２,０００ 
１９３,２００ 

 

 
１９４,４００ 
１９５,６００ 
１９６,７００ 
１９７,８００ 

 
１９８,８００ 
２００,０００ 
２０１,２００ 
２０２,４００ 

１９５,９００ 
１９７,２００ 

 
１９８,３００ 
１９９,６００ 
２００,９００ 
２０２,２００ 

「
を

」

「

別
表
第
一
中

に
改
め
る
。

」

別
表
第
四
の
一
級
の
項
中
「
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

「
を

」

「

別
表
第
六
中

に
」

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
１０ 
１１ 
１２ 

４９ 
５０ 
５１ 
５２ 
５３ 
５４ 
５５ 
５６ 
５７ 
５８ 
５９ 
６０ 

２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
１０ 
１１ 
１２ 
１３ 

４９ 
５０ 
５１ 
５２ 
５３ 
５４ 
５５ 
５６ 
５７ 
５８ 
５９ 
６０ 



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

三

別表第一（第三条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

四



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

五



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

六



附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規

則
」
と
い
う
。）
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
異
動
者
の
号
給
）

３

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）

の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る

規
則
（
次
項
及
び
附
則
第
五
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
、
新
た

に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
技
能
労
務
職
員
及
び
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
又
は
そ
の

受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
技
能
労
務
職
員
の
う
ち
、
知
事
が
定
め
る
技
能
労
務
職
員
の
、
改
正

後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
は
、
山
梨
県
職
員
給
与
条
例

（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
異
動
者
の
号
給
の
調
整
）

４

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ

り
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
技
能
労
務
職
員
及
び
そ
の
属
す
る
職
務
の
級

又
は
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
技
能
労
務
職
員
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号

給
に
つ
い
て
は
、
当
該
適
用
又
は
異
動
に
つ
い
て
、
ま
ず
改
正
前
の
規
則
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
次

い
で
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
か
ら
改
正
後
の
規
則
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
と
の

権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例

に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
与
の
内
払
）

５

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支

給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
五
十
九
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
森
林
環
境
部
の
部
森
林
整
備
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十

一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
　
土
砂
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
林
務
環
境
事
務
所
の
項
中
第
四
十
六
号
を
第
四
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
四

十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三
　
土
砂
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
四
の
表
森
林
整
備
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
　
山
梨
県
土
　
１
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
土
砂
の
埋
立
て
等

○

砂
の
埋
立
て
　
　
の
許
可

等
の
規
制
に

関
す
る
条
例
　
２
　
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長

○

林
務
環
境

（
平
成
十
九
　
　
の
意
見
の
聴
取

事
務
所
長

年
山
梨
県
条

例
第
三
十
三
　
３
　
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂
の
埋

○

号
）
の
施
行
　
　
立
て
等
の
変
更
の
許
可

に
関
す
る
事

務
　
　
　
　
　
４
　
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認

○

林
務
環
境

事
務
所
長

５
　
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂
の

○

埋
立
て
等
の
完
了
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
た

者
に
対
す
る
措
置
命
令

６
　
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
受
け

○

の
許
可

７
　
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

○

受
け
て
土
砂
の
埋
立
て
等
を
行
っ
た
者
に
対

す
る
停
止
命
令
及
び
措
置
命
令

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

七



８
　
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
無
許
可

○

で
土
砂
の
埋
立
て
等
を
行
っ
た
者
に
対
す
る

停
止
命
令
及
び
措
置
命
令

９
　
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の

○

取
消
し

１０

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の

○

取
消
し
を
受
け
た
者
に
対
す
る
措
置
命
令

１１

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
土
砂
の
埋
立
て

○

等
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収

１２

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂

○

の
埋
立
て
等
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
立
入
検

査

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
号

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管

理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
山
梨
県
規
則
第
三

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「
（
５
）

前
３
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。
」
を

に
改
め
る
。

（
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

「
（
７
）

暴
力
団

第
三
号
様
式
中
「
（
７
）

高
額
所
得
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
と
き
。
」
を

（
８
）

高
額
所

に
、
「
（
８
）
●

得
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
と
き
。

」

住
宅
」
を
「（
９
）

住
宅
」
に
、「
第
６
号
」
を
「
第
７
号
」
に
、「
前
項
第
７
号
及
び
第
８
号
」

を
「
同
項
第
８
号
及
び
第
９
号
」に
、「
乙
は
、
前
項
第
１
号
」
を
「
乙
は
、
同
項
第
１
号
」
に
、●

「
第
５
号
ま
で
」
を
「
第
５
号
ま
で
又
は
第
７
号
」
に
、「
第
１
項
第
７
号
及
び
第
８
号
」
を
「
第

１
項
第
８
号
及
び
第
９
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

望
　
　
月
　
　
三
千
雄

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特
例

期
間
」
と
い
う
。）」
を
「
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」

に
改
め
、
同
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

第
二
条
を
削
る
。

附
　
則

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

八

（
５
）
前
３
条
の
規

（
５
）
前
３
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

定
に
違
反
し
た
と
き
。

（
６
）
暴
力
団
員
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
（
同
居
し
て
い
る
者
が
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。
」

（
７
）
高
額
所
得
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
と
き
。

員
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
（
同
居
者
が
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
）
。

得
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
と
き
。

住
宅
」

「（
９
）
住
宅
」

「
第
６
号
」

「
第
７
号
」

「
前
項
第
７
号
及
び
第
８
号
」

「
同
項
第
８
号
又
は
第
９
号
」

「
乙
は
、
前
項
第
１
号
」

「
乙
は
、
同
項
第
１
号
」

「
第
５
号
ま
で
」

「
第
５
号
ま
で
又
は
第
７
号
」

「
第
１
項
第
７
号
及
び
第
８
号
」

「
第

１
項
第
８
号
又
は
第
９
号
」

（
７
）
暴
力
団

（
８
）
高
額
所

（
８
）

「



こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年

教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
及
び
第
三
項
中
「
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
八
十
一
条
第

二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
中
「
第
四
十
五
条
の
二
」
を
「
第
五
十
五
条
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
三
年
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
入
学
資
格
）

第
十
三
条
　
幼
稚
部
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
満
三
歳
か
ら
小
学
部
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま
で
の
者
と
す
る
。

２
　
小
学
部
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
満
六
歳
に
達
し
た
者
と
す
る
。

３

中
学
部
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
小
学
部
若
し
く
は
小
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
者
と
す
る
。

４

高
等
部
（
専
攻
科
を
除
く
。
）
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
中
学
部
若
し
く
は
中
学
校

を
卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
校
長
が
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
と

同
等
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者
と
す
る
。

５

高
等
部
の
専
攻
科
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
高
等
部
若
し
く
は
高
等
学
校
を
卒
業
し

た
者
又
は
校
長
が
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長

淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
チ
中
「
四
千
円
」
を
「
五
千
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
大
学
卒
の
項
第
四
号
１
中
「
第
五
十
三
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
八
十
五
条
た
だ
し
書
」
に

改
め
る
。

「

別
表
第
八
の
二
イ
の
表
中
　

「
を
」

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
八
の
二
ハ
の
表
中
　

「
を

に
改
め
　

」

る
。

「

別
表
第
八
の
二
ホ
の
表
中
　

「
を
」

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

九

３４

３４

３５

３５

３６

３６

３７

３７

３８

３８

３９

３９

４０

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

４５

４５

４６

４６

４６

４７

３０

３１

３２

３３

３３

３４

３４

３５

３５

３６

３６

３７

３７

４１

４０

４０

３９

３９

３８

３８

４１

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

４６

４７

４８

４９

５２

５１

５１

５０

５０

４９

２９

３０

３０

３１

３１

３２

３２

３３

３３

３４

３４

４７

４６

４６

４５

４５

４４

４４

４４

４３

４３

４３

４２

４２

４２

４１

３３

３４

３４

３４

３５

３５

３５

３６

３６

３６

３７

４０

４１

４１

４２

４２

４３

３７

３８

３８

３９

３９

４０

４０

４１

」



に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
八
の
二
ヘ
の
表
中

「
を
」

に
改
め
る
。

」

別
表
第
十
一
ハ
の
表
中
「

円
」
を
「

円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
の
一
の
表
中
「

円
」
を
「

円
」
に
、「

円
」
を
「

円
」

に
、「

円
」
を
「

円
」
に
、「

円
」
を
「

円
」
に
、「

円
」
を

「

円
」
に
、「

円
」
を
「

円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
の
二
の
表
中
「

円
」
を
「

円
」
に
、「

円
」
を
「

円
」

に
、「

円
」
を
「

円
」
に
、「

円
」
を
「

円
」
に
、「

円
」
を

「

円
」
に
、「

円
」
を
「

円
」
に
、「

円
」
を
「

円
」
に
改
め

る
。別

表
第
十
三
の
三
の
表
中
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
の
四
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
の
五
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を

「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
改
め

る
。別

表
第
十
四
の
一
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を

「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
の
二
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を

「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
改
め

る
。別

表
第
十
四
の
三
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
の
四
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
の
五
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を

「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
改
め

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
七
条
の
二
、
別
表
第
十
三
及
び
別

表
第
十
四
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
別
表
第
八
の
二
及
び
別
表
第
十

一
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員

会
規
則
第
三
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
こ
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
山
梨

県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則

第
十
九
号
）」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長

淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ニ
中
「
四
千
円
」
を
「
五
千
円
」
に
改
め
る
。

「

別
表
第
四
の
二
イ
の
表
中
　

「
を
」

に
改
め
る
。

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

一
〇

３５

３５

３４

３４

３６

３６

３７

３７

３７

３８

３８

３８

３９

３５

３４

３４

３４

３３

３５

３５

３６

３６

３６

３７

３７

３８

３８

４０

３９

３９

３９

３９

３９

３８

３７

３６

３６

３５

３５

４０

４１

４１

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

４５

４６

５０

４９

４８

４８

４７

４７

４６

５１

３５

３６

３６

３７

３８

３９

３０

３１

３２

３３

３３

３４

３４

３５

３５

３６

３６

３７

３７

２９

３０

３０

３１

３１

３２

３２

３３

３３

３４

３４

３５

３８

３８

３９

３９

４０

　
別
表
第
十
一
ハ
の
表
中
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
十
三
の
一
の
表
中
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」

に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を 

「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
十
三
の
二
の
表
中
「
　        

円
」
を
「  
　   
　 

円
」
に
、
「
　       

円
」
を
「
　 

　   

円
」 

に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を 

「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め 

る
。 

　
別
表
第
十
三
の
三
の
表
中
「
　  

　  

円
」
を
「
　 

　   

円
」
に
、
「
　
　    

円
」
を
「
　
　    

円
」 

に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
十
三
の
四
の
表
中
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」 

に
、
「   

　     

円
」
を
「
　  

　  

円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
十
三
の
五
の
表
中
「
　
　   

円
」
を
「
　  

　 

円
」
に
、
「
　 

　  

円
」
を
「
　 

　  

円
」 

に
、
「
　  

　
円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　 

　 

円
」
を
「
　 

　 

円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を 

「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
改
め 

る
。 

　
別
表
第
十
四
の
一
の
表
中
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」

に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を 

「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
十
四
の
二
の
表
中
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」

に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を 

「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め 

る
。 

　
別
表
第
十
四
の
三
の
表
中
「
　  

　  

円
」
を
「
　 

　   

円
」
に
、
「
　
　    

円
」
を
「
　
　    

円
」 

に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め
る
。 
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,６００
 

８２
,２００

 

６２
,７００
 

４９
,３００
 

４８
,７００
 

５２
,８００
 

４０
,６００
 

４４
,７００
 

６７
,２００

 
５３
,７００
 

５８
,２００

 
４４
,８００
 

６４
,９００
 

６６
,４００
 

５４
,７００
 

５８
,６００
 

４６
,９００
 

５０
,８００
 

６９
,６００
 

７０
,３００
 

７４
,２００

 
６２
,５００

 

５４
,０００
 

４１
,６００
 

４５
,７００
 

４１
,７００
 

３２
,１００
 

３５
,３００
 

７０
,６００
 

５８
,２００

 
６２
,３００
 

４９
,９００
 

５１
,４００
 

５４
,６００
 

４５
,０００
 

４８
,２００

 
３８
,５００

 

８４
,１００
 

７０
,８００
 

７５
,２００

 

６５
,６００
 

６９
,３００
 

５８
,３００
 

６２
,０００
 

５２
,２００

 
５６
,０００
 

４６
,１００
 

４９
,４００
 

８３
,５００

 
８８
,１００
 

７４
,２００

 
７８
,８００
 

６
,２００

 

　
別
表
第
十
四
の
四
の
表
中
「
　  

　  

円
」
を
「
　 

　   

円
」
に
、
「
　
　    

円
」
を
「
　
　    

円
」 

に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
十
四
の
五
の
表
中
「
　        

円
」
を
「  

　   

　 

円
」
に
、
「
　       

円
」
を
「
　 

　   

円
」 

に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を 

「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め 

る
。 

３９
,９００
 

４３
,３００
 

３３
,３００
 

３６
,６００
 

６２
,９００
 

６６
,９００
 

５６
,６００
 

５３
,３００
 

４６
,６００
 

３６
,６００
 

３４
,７００
 

３７
,５００

 
２８
,９００
 

３１
,８００
 

４９
,９００
 

３９
,９００
 

４３
,３００
 

３３
,３００
 

５３
,２００

 
５６
,６００
 

４６
,６００
 

４９
,９００
 



「

「

別
表
第
四
の
二
ロ
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　

」

「

に
、

」

「
を
」

に
改

」

め
る
。

「

別
表
第
四
の
二
ニ
の
表
中
　

「
を
　

」
に
改
め
る
。

」小
学
校

別
表
第
六
　
　
　
の
項
中
「
第
七
十
五
条
」
を
「
第
八
十
一
条
」
に
改
め
る
。

中
学
校

別
表
第
七
の
三
の
一
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
三
の
二
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」

を
「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
三
の
三
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を

「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
四
の
一
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
四
の
二
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を

「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
四
の
三
の
表
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」

に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を

「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
六
条
の
二
、
別
表
第
七
の
三
及
び

別
表
第
七
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
別
表
第
四
の
二
の
規
定

は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
人
事

委
員
会
規
則
第
四
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
こ
の
規
則
」
と
あ
る
の
は

「
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
人
事

委
員
会
規
則
第
二
十
号
）」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長

淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
七
の
二
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、

「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
三
中
「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、

「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
、「
●
●
●
円
」
を
「
●
●
●
円
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
人
事

委
員
会
規
則
第
五
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
こ
の
規
則
」
と
あ
る
の
は

「
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
人
事

委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

一
一

３０

３１

３２

３３

３３

３４

３４

３５

３５

３６

２９

３２

３３

３４

３５

３２

３１

３１

３０

３０

４２

４３

４４

４５

４５

４６

４６

４７

４８

４８

４７

４７

４６

４６

４９

４９

４９

５０

５０

５０

５１

４７

４７

４７

４６

４６

４６

４５

４８

４８

４８

４９

４９

５０

５０

４９

５０

５０

５０

５１

５１

５１

５２

４９

４９

４８

４８

４７

４１

４２

４２

４３

４６

４６

４７

４７

４８

４８

４９

４９

５０

５０

５１

５１

４５

４５

４４

４４

４３
５１

５１

５２

５１

５１

　
別
表
第
七
の
三
の
一
の
表
中
「
　  

　  

円
」
を
「
　
　   

円
」
に
、
「
　  
　 

円
」
を
「
　
　   

円
」 

に
改
め
る
。 

　
別
表
第
七
の
三
の
二
の
表
中
「
　  

　  

円
」
を
「
　
　   

円
」
に
、
「
　  

　 
円
」
を
「
　
　   

円
」 

に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」 

を
「
　
　
　 

円
」
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
七
の
三
の
三
の
表
中
「
　  

　  

円
」
を
「
　
　   

円
」
に
、
「
　  

　 

円
」
を
「
　
　   

円
」 

に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  
円
」 

を
「
　
　
　 

円
」
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
七
の
四
の
一
の
表
中
「
　  

　  

円
」
を
「
　
　   

円
」
に
、
「
　  

　 

円
」
を
「
　
　   

円
」 

に
改
め
る
。 

　
別
表
第
七
の
四
の
二
の
表
中
「
　  

　  

円
」
を
「
　
　   

円
」
に
、
「
　  

　 

円
」
を
「
　
　   

円
」 

に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」 

を
「
　
　
　 

円
」
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
七
の
四
の
三
の
表
中
「
　  

　  

円
」
を
「
　
　   

円
」
に
、
「
　  

　 

円
」
を
「
　
　   

円
」 

に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、
「
　
　  

円
」 

を
「
　
　
　 

円
」
に
改
め
る
。 

８０
,２００

 
６４
,１００
 

６９
,５００

 
７４
,８００
 

７２
,２００

 
５９
,５００

 
６３
,７００
 

６８
,０００
 

６１
,４００
 

４９
,１００
 

５３
,２００

 
５７
,３００
 

７７
,４００
 

６３
,７００
 

６８
,３００
 

７２
,８００
 

７４
,５００

 
６１
,８００
 

６５
,８００
 

７０
,６００
 

５９
,２００

 
５２
,９００
 

５７
,３００
 

４４
,１００
 

５
４
,６００
 

５７
,０００
 

５２
,５００

 
５６
,９００
 

４３
,７００
 

５２
,９００
 

４８
,５００

 

５５
,２００

 
４０
,６００
 

４４
,０００
 

３３
,８００
 

５１
,０００
 

３７
,２００

 
７０
,５００

 
５８
,０００
 

６２
,２００

 
６６
,３００
 

５３
,９００
 

３９
,８００
 

４３
,１００
 

３３
,１００
 

４９
,８００
 

３６
,４００
 

４８
,１００
 

　
別
表
第
七
の
二
中
「
　 

　 

円
」
を
「
　  

　
円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、

「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
七
の
三
中
「
　 

　 

円
」
を
「
　  

　
円
」
に
、
「
　
　  

円
」
を
「
　
　  

円
」
に
、

「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
、
「
　
　
　
円
」
を
「
　
　
　
円
」
に
改
め
る
。 

８６
,３００
 

７２
,７００
 

７７
,２００

 
８１
,８００
 

７３
,４００
 

６１
,８００
 

６５
,７００
 

６９
,５００

 

７６
,０００
 

６２
,６００
 

６７
,１００
 

７１
,５００

 

５９
,４００
 

４９
,０００
 

５２
,５００

 
５６
,０００
 



地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長

淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
十
一
・
九
五
」
を
「
百
分
の
十
二
」
に
改
め
る
。

附
則
別
表
中
「
百
分
の
十
三
・
九
五
」
を
「
百
分
の
十
四
・
五
」
に
、
「
百
分
の
十
一
・
九
五
」
を

「
百
分
の
十
二
」
に
、「
百
分
の
七
・
九
五
」
を
「
百
分
の
八
・
五
」
に
、
「
百
分
の
四
・
九
五
」
を

「
百
分
の
五
」
に
、「
百
分
の
三
・
九
五
」
を
「
百
分
の
四
・
五
」
に
、
「
百
分
の
〇
・
九
五
」
を

「
百
分
の
一
・
五
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十

九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長

淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
八
十
六
以
上
百
分
の
百
四
十
五
以
下
」
を
「
百
分
の
九
十
一

以
上
百
分
の
百
五
十
以
下
」
に
、「
百
分
の
百
十
一
以
上
百
分
の
百
八
十
五
以
下
」
を
「
百
分
の
百
十

六
以
上
百
分
の
百
九
十
以
下
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
七
十
八
・
五
以
上
百
分
の
八
十
六

未
満
」
を
「
百
分
の
八
十
三
・
五
以
上
百
分
の
九
十
一
未
満
」
に
、「
百
分
の
百
一
以
上
百
分
の
百
十

一
未
満
」
を
「
百
分
の
百
六
以
上
百
分
の
百
十
六
未
満
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
七
十
一
」

を
「
百
分
の
七
十
六
」
に
、「
百
分
の
九
十
一
」
を
「
百
分
の
九
十
六
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
百
分
の
七
十
一
未
満
」
を
「
百
分
の
七
十
六
未
満
」
に
、「
百
分
の
九
十
一
未
満
」
を
「
百
分
の
九
十

六
未
満
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
十
九
年
十
二
月
に
お
け
る
勤
勉
手
当
の
成
績
率
は
、
新
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り

決
定
さ
れ
た
成
績
率
に
百
分
の
五
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長

淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）

第
五
条

育
児
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
そ

の
職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の
昇
給
日
（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
二
十
三
条
の
二
、
山
梨
県
学
校
職
員

の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
第
二
十
条
の
二
及
び

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第

十
九
条
に
規
定
す
る
昇
給
日
を
い
う
。）
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ

の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

育
児
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
つ
い
て
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ
　
の
　
他

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

一
二



山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
二
号

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
議
会
議
長
　
　
内
　
　
田
　
　
　
　
　
健

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
号
中
ヨ
を
削
り
、
タ
を
ヨ
と
し
、
レ
を
タ
と
し
、
ソ
を
レ
と
し
、
ツ
を
ソ
と
し
、
ネ
を

ツ
と
し
、
ナ
を
ネ
と
し
、
ラ
を
ナ
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

一
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

一
四


